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法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施　設　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施設立会人　職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【注意事項】
	チェックリスト作成時
	□確認項目を確認したか
□適否欄にチェックを入れたか
□確認項目に該当する事項がない場合は、「該当なし」と適否欄に記入したか
□確認文書欄に事業所の簿冊・帳簿名を記入したか

	メール添付書類
	・指導監査用チェックリスト
・施設等平面図

	メール送付時留意事項
	・通知に記載のある提出期限内に提出
・件名は「〇月〇日（施設名）事前チェックリスト」（〇月〇日は監査実施日）
・メールサイズが８ＭＢを超える場合は、メールを分割
・実施日における公用車の駐車スペースの有無



【監査当日】
○チェックリストの項目順に、適否と確認文書（挙証資料）を閲覧確認しますので、関係簿冊をすべて監査会場にご用意ください。また、照合しやすいよう、あらかじめ関係箇所に付箋を貼るなどのご対応をお願いします。
〇確認文書については原則として前年度および今年度のものをご準備ください。


【当日の流れ等について】
１　検温と手指消毒
２　双方の担当者の紹介・あいさつ
３　施設内部の確認
４　チェックリストおよび関係書類の閲覧確認
５　質疑応答
６　講評
７　結果通知（後日）
８　その他
実施当日までに、貴施設の職員又は利用者等が新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等に感染したなど、感染拡大が危惧される事態となったときには、日程の再調整や実施方法の変更等を行う場合がありますので、必ず、監査指導室（８８８－５６７６）まで連絡してください。


確認項目及び確認文書
	確認項目
	適否
	確認文書

	人
員
	職員の配置
(養第５条、
第12条)
	○入所者に対し、職員数は適切である
　か
○必要な専門職が配置されているか
○専門職は必要な資格を有しているか
	□
	○職員の勤務体制及び勤務実績がわかるもの（例：勤務体制一覧表、勤務実績表）
○職員の勤怠状況がわかるもの（例：タイムカード、勤怠管理システム）
○資格要件に合致していることがわかるもの（例：職員の資格証の写し）

	運
営
	運営規程
(養第７条)
	○運営における重要事項（別表）につ
いて定めているか
	□
	○運営規程

	
	非常災害対策
(養第８条)
	○非常災害（火災、風水害、地震等）
に対する具体的計画はあるか
○非常災害時の関係機関への通報及び
連携体制は整備されているか
○避難・救出等の訓練を定期的に実施
しているか
	□
	○非常災害時の対応計画（管轄消防署へ届け出た消防計画（風水害、地震対策含む）又はこれに準ずる計画）
○運営規程
○避難・救出等訓練の実施状況がわかるもの
○通報、連絡体制がわかるもの

	
	施設長
(養第６条、
第12条)
	○施設長は常勤専従か、他の職務を兼
務している場合、兼務体制は適切か
	□
	○施設長の雇用形態がわかるもの
○施設長の勤務体制及び勤務実績がわかるもの（勤務体制一覧表、勤務実績表）
○施設長の勤怠状況がわかるもの（例：タイムカード、勤怠管理システム）

	
	勤務体制の確
保等
(養第23条)
	○職員の勤務体制が定められているか
○資質向上のために研修の機会を確保しているか
○認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じているか
○性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか
	□
	○職員の勤務体制及び勤務実績がわかるもの（例：勤務体制一覧表、勤務実績表）
○雇用の形態（常勤・非常勤）がわかるもの
○研修の計画及び実績がわかるもの
○職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針

	
	業務継続計画
の策定等
(養第23条
の２)
	○感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画（業務継続計画）の策定及び必要な措置を講じているか
○職員に対する計画の周知、研修及び訓練を定期的に実施しているか
○定期的に計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行っているか
	□
	○業務継続計画
○研修の計画及び実績がわかるもの
○訓練の計画及び実績がわかるもの

	
	秘密保持等
(養第26条)
	○個人情報の利用に当たり、入所者及び家族から同意を得ているか
○退職者を含む、職員が入所者の秘密を保持することを誓約しているか
	□
	○個人情報の使用に関する同意書
○職員の秘密保持誓約書

	
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]事故発生の防
止及び発生時
の対応
(養第29条)
	○事故発生の防止のための指針を整備しているか
○市町村、入所者家族等に報告しているか
○事故状況、事故に際して採った処置が記録されているか
○損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行っているか
○事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行っているか
○上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]□
	○事故発生の防止のための指針
○市町村、入所者家族等への連絡状況がわかるもの
○事故に際して採った処置の記録
○損害賠償の実施状況がわかるもの
○事故発生防止のための委員会の開催状況及び結果がわかるもの
○研修の計画及び実績がわかるもの
○担当者を置いていることがわかるもの




	確認項目
	適否
	確認文書

	設
備
	設備
(養第３条、
第４条、第11
条)
	○必要な設備を有しているか【目視】
○目的に沿った仕様になっているか
【目視】
	□
	○平面図

	運営
	記録
(養第９条)
	○入所者の処遇（入所者の処遇に関する計画、具体的な処遇の内容、その他必要な事項）を記録し、保存しているか
	□
	○サービス提供記
　録
○処遇に関する記
　録
○モニタリングの結果がわかるもの

	
	入退所
(養第14条)
	○入所者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか
	□
	○アセスメントの結果がわかるもの
○モニタリングの結果がわかるもの
○施設サービス計
　画
○入所検討委員会会議録

	
	処遇に関する
計画
(養第15条)
	○入所者の心身の状況、希望等を踏まえて処遇に関する計画が立てられているか
○当該計画に際し、本人や家族に説明し、同意を得ているか
○達成状況に基づき、新たな処遇に関する計画が立てられているか
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]□
	○処遇に関する（施設サービス）計画（入所者又は家族の同意があったことがわかるもの）
○サービス提供記
　録
○処遇に関する記
　録

	
	処遇方針
(養第16条)
	○生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等（身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を含む）を行っていないか
○身体的拘束等を行う場合に要件（切迫性、非代替性、一時性）を全て満たしているか
○身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか
○身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催しているか
○身体的拘束等の適正化のための指針を整備しているか
○介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に開催しているか
	□
	○身体的拘束等の記録（身体的拘束等がある場合）
○身体的拘束等の適正化のための指針
○身体的拘束等の適正化検討委員会の開催状況及び結果がわかるもの
○身体的拘束等の適正化のための研修の開催状況及び結果がわかるもの




	
	衛生管理等
(養第24条)
	○感染症又は食中毒が発生し、まん延しないよう次の措置を講じているか
・感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための対策を検討する委員会開催（おおむね３月に１回以上）
・感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための指針の整備
・感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための研修及び訓練の定期実施
	□
	○感染症及び食中毒の予防・まん延防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの
○感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための指針
○感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの

	
	苦情処理
(養第27条)
	○苦情受付の窓口を設置するなど、必要な措置を講じているか
○苦情を受け付けた場合、内容等を記録、保管しているか
	□
	○苦情の受付簿
○苦情者への対応記録


 

	
	虐待の防止
(養第30条)
	○虐待の発生又は再発を防止するため次の措置を講じているか
・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期開催及びその結果の介護職員その他従業者への周知
・虐待の防止のための指針の整備
・虐待の防止のための研修の定期実
　施
・上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか
	□
	○虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの
○虐待の防止のための指針
○虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの
○担当者を置いていることがわかるもの


注)　(養第〇条)は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生　省令第19号)の該当条項

別表
	
	養護老人ホーム(養第７条)

	運営規程
	１　施設の目的及び運営の方針
２　職員の職種、数及び職務の内容
３　入所定員
４　入所者の処遇の内容
５　施設の利用に当たっての留意事項
６　非常災害対策
７　虐待の防止のための措置に関する事項
８　その他施設の運営に関する重要事項
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